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このお知らせは、「野方小学校・沼袋小学校統合委員会」における協議の状況を地域や保護

者の皆様にお知らせするために発行しています。 

 

 

 

これまでの統合委員会の中で、教育委員会より、野方小学校・沼袋小学校統合後の、新校

舎への移転スケジュールの変更について説明がありました。 

 

 

新校舎移転までのスケジュール 

 変更前のスケジュール 変更後のスケジュール（予定） 

平成１８年度 

～平成２０年度 

  

平成２１年度   

平成２２年度   

平成２３年度 
４月 統合新校開校 

（野方小学校の位置） 

４月 統合新校開校 

（野方小学校の位置） 

平成２４年度   

平成２５年度   

平成２６年度   

平成２７年度   

平成２８年度 
 ２８年度をめどに 

新校舎へ移転（法務省研修所跡地の位置） 

 新校舎移転のスケジュールの変更に伴い、統合時の校舎は、現野方小学校の校舎を改修し

て使用することになりました。 

なお、統合の時期や統合新校の通学区域は変更ありません。 
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野方小学校に隣接する法務省矯正研修所東京支所等（新井３

－３７－３）、が昭島市及び立川市に移転することになったこと

を受け、将来にわたり長期間使用するのに理想的な学校施設の

建設が可能になったことから、変更するものです。 

 

 

 

 

（１）校舎について 

《変更前》 

統合新校の位置になる野方小学校の校舎を、平成２１年４月から平成２３年３月まで

の２年間で改築し、平成２３年４月に新しい校舎で統合する。 

   改築工事を行う２年間、野方小学校を旧第六中学校に移転する。 

 《変更後》 

区は、法務省矯正研修所東京支所等の跡地を、野方小学校と沼袋小学校の統合後の新

校の用地とするために取得することとし、所要の働きかけを関係機関に対して行い、法

務省矯正研修所東京支所等の用地取得後、この土地に野方小学校と沼袋小学校の統合新

校の新校舎を建設し、完成後、同校の移転を行う。 

   統合時の新校の位置は、再編計画どおり野方小学校の位置とする。ただし、野方小学

校の校舎については、全面改築は行わず、改修などにより新校に必要な教室等を確保する。

また、旧第六中学校校舎の野方小学校仮校舎としての移転利用は行わない。 

（２）特別支援学級（情緒障害）について 

《変更前》 

新しい統合新校の中には、沼袋小学校に設置している障害学級（情緒障害）を設置する。 

《変更後》 

発達障害のある児童が増加傾向にある中で、地理的条件等を考慮して、平成２３年４

月から上高田小学校と若宮小学校に特別支援学級（情緒障害）を増設する。 

 なお、沼袋小学校の特別支援学級（学級名：のびのび教室）は、平成２３年３月をもっ

て廃止し、野方小学校と沼袋小学校の統合新校には、特別支援学級（情緒障害）は設置

しない。 

（３）学童クラブ・キッズプラザについて 

《変更前》 

 統合新校の中には、学童クラブ・キッズプラザを設置する。 

《変更後》 

 統合時の校舎には、学童クラブ・キッズプラザは設置しない。 

  新校舎への移転にあわせて、学童クラブ・キッズプラザを新校舎に設置する予定である。 

≪参考：敷地面積≫法務省矯正研修所東京支所及び東京矯正管区公務員宿舎 １５，７１４㎡ 

                    野方小学校              ８，５１５㎡ 

 

変更となった要因 

平成２１（２００９）年 ６月１７日発行 第３号 

統合時の校舎の変更内容 
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教育委員会の説明について、統合委員会の中で次

のような意見が出されました 

 

・  今の野方小学校の校地の約２倍の校地とな

り、今まで描いてきた理想的な学校が出来上が

ることは望ましい。 

・  今まで平成２３年４月に統合するというこ

とで準備を進めてきている為、また、統合によ

る指定校変更をしている児童もいるので、統合

の時期を変更することは難しい。 

・  旧第六中学校に移転しないことで、子どもの

落ち着きや登下校の安全確保などを新たに考えなくて済む。 

・  統合新校の校舎は、子どもたちの生活あるいは教育が充実す

るような配慮をしてほしい。 

・  統合新校は平成２３年４月に開校するので、それに沿ってハ

ード面とソフト面の両方をしっかり整備しないといけないと思

う。 

・  統合新校の校舎で学ぶ子どもたちにとって、丌利益になるこ

とがあってはならないため、いずれ新校舎ができるからといっ

て施設整備をおろそかにしないでほしい。 

 

平成２１年度になり、平成２３年４月の

統合まで残り２年弱となりました。今後、

統合委員会では、新校の校名・校歌・校章・校旗、新校の校舎の改修、新校のあり方などを

話しあっていく予定です。 

 

統合新校は、野方小学校と沼

袋小学校の両校を廃止して、新

しい名称の新設校として設置することを原則として

います。 

統合委員会では、新しい学校にふさわしい校名に

ついて協議を進め、その結果を取りまとめて教育委

員会に報告します。校名は、教育委員会での協議を

経た後に区議会へ提出され、区議会での議決を経て

決定されます。 

統合委員会では、校名の検討方法について協議を

行いました。各委員から次のような意見が出され、

統合新校の校名については、関係者から校名の意見

募集を行い検討していくことに決まりました。 

 

統合新校の校名の検討方法について協議 

今後、改修をしていく野方小学校▲▼ 

今後の統合委員会での検討内容 
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［校名の検討方法の主な意見］ 

・  歴史と伝統のある学校名がなくなるのは寂しい。 

・  野方小学校と沼袋小学校とは対等な関係であり、吸

収合併するわけではなく統合するということから、今

までの校名ではなく新しい校名にするべきである。 

・  統合委員会のなかで校名案をいくつか示すのは、地

域の思いなどもあることから難しい為、校名を募集し

てはどうか。 

・  既に中野区で統合している小学校で、別段問題は無

かったので、同じ方法の統合新校通学区域内で児童・

保護者・学校関係者・地域の方などから校名の意見を

募集するというのはどうか。 

・ 野方小学校・沼袋小学校の他に、統合新校通学区域の近隣の幼稚園・保育園・小学校・

中学校からも募集をしてはどうか。 

◆次回の統合委員会ではこれらの意見を踏まえ、校名の意見募集の具体的な方法や、募集対

象などを決めていきます。 

 

 

学校の人事異動などにより委員の変更がありました。現在の委員の

方々は次の表のとおりです。 

（敬称略） 

◎委員長 ○副委員長 

 

 

 

 

 

※ 統合委員会の会議要録は、区役所５階・教育委員会事務局学校再編担当もしくは教育委員会ホームページでご覧になれます。 

氏  名 区  分 氏  名 区  分 

◎石川 誠一 野方南自治会 亀井 京子 沼袋小学校ＰＴＡ 

○荻野 勉 野方小学校評議員 猿田 えり子 主任児童委員 

望月 清次 囲町町会 岡安 進 沼袋小学校地域サポーター 

佐藤 泰義 新井西町会 手塚 由利子 元沼袋小学校ＰＴＡ 

北原 奉昭 沼袋親和会 花岡 光明 野方小学校校長 

石田 修 野方東町会 佐藤 民男 野方小学校副校長 

島田 恵美子 野方小学校ＰＴＡ 内野 秀夫 沼袋小学校校長 

福田 敬子 野方小学校ＰＴＡ 千葉 千恵 沼袋小学校副校長 

本間 みどり 沼袋小学校ＰＴＡ 吉村 恒治 区教委副参事（学校再編担当） 

編集・発行：野方小学校・沼袋小学校統合委員会 

事務局：中野区教育委員会事務局学校再編担当 

TEL：03-3228-5548 FAX：O3-3228-5679 

次回の統合委員会は、 

６月２４日（水） 

に開催する予定です。 

委員の変更 

 

 

募集方法 

公募 

募集対象 募集範囲 


